
（環境省２９ー㊷）

基準年度 目標年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

- - - - - － －

321(122) 355(122) 395(122) 447(122) 497(122)

- - - - － － －

174 224 283 345 423

- - - - － － －

410 409 412 433 453

当初予算額

27年度 28年度 29年度 30年度

(1)
環境影響評価制度高度化
経費（昭和55年度）

45
(46)

51
(46)

49
(51)

41 1,2,3 0288

(2)
環境アセスメント技術調査
費
（昭和55年度）

38
(25)

38
(34)

36
(32)

50 1,2,3 0289

<達成手段の概要>
配慮書手続、報告書手続の追加、放射性物質対応等、新たな環境影響評価制度の適切な運用及びその改善を図りつつ、風力発電等の再生
可能エネルギーや火力発電の改善リプレースに係る環境影響評価の迅速化を目指すとともに、環境影響評価制度の円滑な実施に必要な知
見・技術等に係る専門性を有する人材を育成するための研修等を行う。また、配慮書手続・報告書手続についての情報を多くの主体が有効に
活用できるよう、「環境影響評価情報支援ネットワーク」にて情報提供を行うとともに、当該ネットワークに収録するデータベースの拡充を行う。
<達成手段の目標>
環境影響評価法の適正な施行のため、制度の円滑な実施に向けた課題を検討する。さらに、インターネットの活用や研修の開催等により、情
報提供の場を整備する。これにより、国民、事業者、行政担当者など環境アセスメントに携わる多くの主体が様々な情報に容易にアクセスし、
有効に利用することを目指す。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
改正された環境影響評価法の確実かつ円滑な実施のために必要な調査・検討、情報整備及び研修等を行うとともに、上位計画段階や政策段
階における戦略的環境アセスメント制度について調査・検討を進めることで、環境影響評価制度の運用改善及び今後のより良い環境影響評
価制度の実現に資する。

<達成手段の概要>
評価技術の開発等が必要な分野毎あるいは環境要素毎に、調査・予測・評価、環境保全措置等について、国内外の最新の技術的知見や事
例等を収集・整理し、有識者へのヒアリングや研究会の開催等により専門的な知見を加えながら、技術手法の研究及び開発の推進、普及を行
う。
<達成手段の目標>
事業者における適切な環境影響評価の実施が確保されるよう、調査・予測・評価や環境保全措置等の技術的手法の研究及びを開発を推進
し、その成果を普及する。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
調査・予測・評価や環境保全措置等の技術的手法をの研究及び開発を推進し、その成果を普及することにより、事業者における適切な環境影
響評価の実施に寄与する。

環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
関連する

指標
達成手段の概要等

平成30年
行政事業レビュー

事業番号

3
風力発電の迅速化による
審査日数（累積平均）[日]

- - 465 -

環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

2
環境影響評価法に係る環
境大臣意見の提出累積回
数[回]

- - - -
環境影響評価法に基づく制度の適切な運用の実態を把握するため、当該指標を
測定指標として選定。

1

環境影響評価法に基づく
手続の実施累積件数（途
中から法に基づく手続に乗
り換えたものの内数）［件］

- - - -

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要
環境に影響を及ぼすと認められる意思決定の各段階において、質が高く効率的な環境影響評価制度等を通じ、環境保全上
の適切な配慮を確保する。

政策体系上の
位置付け

９．環境政策の基盤整備

達成すべき目標
環境影響評価法に係る技術手法の向上を図りながら、環境影響評価に関する情報をインター
ネット等を活用して提供するなど、環境保全上の適切な配慮を確保する。

目標設定の
考え方・根拠

環境影響評価法 政策評価実施予定時期 平成31年8月

平成30年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標９－２環境アセスメント制度の適切な運用と改善 担当部局名
大臣官房
環境影響評価課

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

環境影響評価課長
熊倉 基之

別紙１



(3)
環境影響評価制度合理
化・最適化経費（平成22年
度）

60
(62)

60
(52)

73
(39)

69 1,2 0290

(4)
環境影響評価審査体制強
化費（平成23年度）

33
(31)

41
(28)

45
(41)

43 1,2,3 0292

(5)
地方環境事務所における
環境影響評価審査体制強
化費（平成20年度）

25
(23)

27
(25)

32
(28)

36 1,2,3 0291

(6)

風力発電等に係るゾーニ
ング導入可能性検討モデ
ル事業
（平成29年度）

- -
300

（277）
400 1,2,3 0065

201
(187)

217
(185)

535
(468)

639施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

環境基本計画（平成30年４月17日閣議決定）、地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）、
エネルギー基本計画（平成26年4月11日閣議決定）、日本再興戦略2016（平成28年6月2日閣議決定）、
規制改革実施計画（平成28年6月2日閣議決定）、海洋基本計画（平成28年５月15日閣議決定）

<達成手段の概要>
将来的に本格的な実施が予想される事業や昨今の状況から検討を要する事業に係る環境影響評価について、環境影響評価法の対象とすべ
きか等について必要な検討を行う。また、アジア各国による環境影響評価の改善に向け、公衆参加や、環境保全措置、事後調査の徹底に焦
点を当て知見の共有を図る。
<達成手段の目標>
今後実施され環境影響が懸念される事業について対象事業の追加の必要性を判断するなど、環境影響評価制度全体の合理化・最適化のた
めの検討を行う。また、アジア各国との環境影響評価制度に関するネットワークを構築・発展するとともに、環境影響評価制度の改善のため支
援が必要な諸国と政策協力を行う。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
法の施行状況について調査検討を行うことにより、事業者による合理的かつ効果的な環境影響評価実施に寄与する。

<達成手段の概要>
配慮書段階、準備書又は評価書段階及び事後調査の報告段階それぞれについて、事業種ごとに、環境大臣意見を述べる際に必要な知見を
収集、整理し、審査の円滑化に資する。この他、学識経験者の意見聴取が必要と判断される個別事業については、専門家の意見を聴取する
とともに、必要に応じて委員会等を開催し、審査案件ごとの進捗状況の確認や過去の大臣意見内容のレビューなどを行う。
<達成手段の目標>
環境影響評価法の改正により、計画段階配慮書手続及び事後調査結果の報告・公表義務づけ等が盛り込まれ、また、新たに風力発電事業
が環境影響評価の対象となったことから、審査業務等が大幅に増加している。環境省として改正法の施行及び円滑な審査を行うために、審査
体制の強化を図る。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
環境影響評価法改正による環境大臣意見の意見提出機会の増加等に対応するため、有識者会合の開催や事業種ごとに必要な知見の収集・
整理を行うことで、審査の適正化等が見込まれる。

<達成手段の概要>
地域特性を踏まえた環境影響評価審査ガイドラインの作成や現地調査により、適切な環境影響審査を行う。また、環境影響評価手続終了後
のフォローアップを進めるため、事後調査報告書の収集等を行う。
<達成手段の目標>
環境影響審査を行う際に、地域の特性を踏まえた適切な環境影響評価が確実に実施されるように、地方環境事務所において、環境大臣意見
形成の基礎となる情報収集、現地調査等を実施できる審査体制の強化を図る。
<施策の達成すべき目標(測定指標)への寄与の内容>
環境影響評価が予定される案件の情報収集を行うとともに、地域の環境情報の収集・整理、現地調査、専門家ヒアリング、地方環境事務所に
おける審査手続マニュアルの作成等を行い、地域特性に応じた審査を実施するための体制強化を図る。これら地方環境事務所の審査体制の
強化により、環境影響評価法改正に伴う審査業務の増加等に対応し、地域特性に応じた環境影響審査の円滑かつ効果的な実施が図られる。

＜達成手段の概要＞
（１）実証事業におけるゾーニングの実践
平成30年３月に公表し、平成30年度さらに内容の向上を図ることとしている「ゾーニングマニュアル」を参考にしつつ、４地域程度の実証地域に
おいて、制度化を見据えたゾーニングを実施するとともに、累積的影響の検討を行う。
（２）ゾーニングの制度化を見据えた検討
上記実証事業の状況等を踏まえ、環境影響評価制度におけるゾーニングの位置づけを含めた効果的な制度化の在り方に関する検討を行うと
ともに、累積的影響等技術的事項についても検討を行う。
＜達成手段の目標＞
風力発電については、環境影響評価手続きの迅速化が求められるとともに、立地適地をめぐって事業が集中する状況にあり、環境影響の重
なり（いわゆる累積的影響）への対応などが課題となっている。これらの課題に対応し、再生可能エネルギーの導入と環境配慮を両立させるた
めには、地域の自然的条件／社会的条件を評価し、導入促進に向けた促進エリアや環境保全を優先するエリア等を設定するゾーニングが有
効である。ゾーニングの効果を担保するために、環境影響評価におけるゾーニングの制度化を見据えた検討を行う。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
効果的なゾーニング手法に関するマニュアルの普及促進を図るとともに、制度化を見据えた検討を進めることにより、環境影響に適切に配慮
した形での風力発電の大量導入を促進する。


